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国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？

　

国
民
年
金
の
﹁
第
１
号
被
保
険
者︵
農
業

や
自
営
業
者
︑学
生
な
ど
︶﹂
は
︑月
額
１
６
︐

５
２
０
円
の
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
︒

　
保
険
料
を
納
め
忘
れ
て
未
納
の
ま
ま
に
し

て
し
ま
う
と
︑
将
来
受
け
る
年
金
額
が
減
額

に
な
っ
た
り
︑
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
る
ば
か
り
か
︑
万
が
一
の
事
故
な

ど
で
障
害
者
に
な
っ
た
と
き
の
障
害
年
金
や
︑

一
家
の
支
え
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
遺
族

年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
︒
納
め
忘
れ
て
い
る
方
は
早
め
に
納
め
ま

し
ょ
う
︒

　

保
険
料
の
納
付
に
は
口
座
振
替
の
﹁
早は

や

割わ
り

﹂
が
お
得
で
便
利
で
す
の
で
︑
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
︒
こ
れ
は
︑
口
座
振
替
の
指
定

日
を
納
付
期
限
よ
り
１
カ
月
早
め
る
こ
と
で
︑

１
カ
月
当
た
り
の
保
険
料
が
50
円
割
引
に
な

る
制
度
で
す
︒
ま
た
︑
一
度
手
続
き
を
す
れ

ば
︑
そ
の
後
は
毎
月
の
保
険
料
が
指
定
の
預

貯
金
口
座
か
ら
定
期
的
に
引
き
落
と
さ
れ
る

の
で
︑
納
め
忘
れ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
︒

　
こ
の
﹁
早
割
﹂制
度
を
希
望
さ
れ
る
方
は
︑

①
預
貯
金
通
帳
︑
②
預
貯
金
通
帳
届
出
印
︑

③
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の︵
年
金
手

帳
︑
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
な
ど
︶を
持

参
の
う
え
︑
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所

へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
︒

　
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
で
未
納
と
な
っ

て
い
る
方
に
対
し
て
︑
日
本
年
金
機
構
が
委

託
し
た
会
社
が
電
話
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
︒
こ
の
際
︑
個
人

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

お
尋
ね
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

　
な
お
︑
電
話
に
よ
る
ご
案
内
は
︑
平
日
だ

け
で
は
な
く
︑
土
・
日
や
夜
間
に
も
し
て
い

ま
す
︒

　
大
事
な
年
金
の
受
給
権
を
失
わ
な
い
た
め

に
︑
保
険
料
は
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
︒

● 

国
民
年
金
保
険
料
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

先
・
渋
川
年
金
事
務
所　
代
表

　
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
１
４

国
民
年
金

《毎年５月は消費者月間》
　独立行政法人国民生活センターHPに消費者トラブルの自己解決のための情報サイト「消費者トラブル
FAQ」が開設されました《インターネットご利用者向け》。
　掲載内容は、消費者による自己解決が期待できるトラブルが中心です。
　インターネットをご利用しない方、相談内容が複雑な場合、他ご不安な方等々、消費生活センター直
接相談をご利用ください。
　自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQを掲載しています。消費者による自己解決が難しいトラ
ブルについては、これまでどおり消費生活センター等の相談窓口を積極的にご利用ください。

吾妻群消費生活センター　　　　☎0279－75－1166
全国共通消費者ホットダイヤル　＃188

（独）国民生活センター「消費者トラブルFAQ」
サイトURL：https://www.faq.kokusen.go.jp/
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○星図の説明
５月15日午後９時の高山村の星空。
春の大曲線の先にある『からす座』
という星座は、四角形をしています。
月初めの午後10時、月末の午後８時
頃にも同じ星空になります。(｢月｣を
除く)�

５月の星空

インボイス制度　説明会（相談・申請）のお知らせ
　消費税のインボイス制度の説明会を開催します。インボイス発行事業者の登録をすべきか検討されて
いる方や登録申請書の提出をしたいが記入の仕方がわからない方は、ぜひご参加ください。

【説明会の主な内容】
　・消費税の基本的な仕組み
　・インボイス制度の基本的な事項
　・登録するか否か検討をされている方（相談・申請）

【説明会の日程】

● 新型コロナウイルス感染症等の感染拡大状況によっては、開催を中止する場合がございますので、あ
らかじめご了承ください。

● 税務署の代表電話にお問い合わせいただく際は、税務署の電話番号にお掛けいただいた後、自動音声
案内にしたがって、「２」を選択してください。

● 駐車場に限りがありますので、公共交通機関の利用など車での来場はご遠慮ください。

開催日時 開催場所 定員 お問い合わせ先
令和５年５月18日（木）
10時00分～11時30分

中之条税務署１階会議室
（中之条町大字伊勢町1022番地の１） 20名 中之条税務署

☎︎0279−75−3355（代表）
令和５年５月18日（木）
14時00分～15時30分

中之条税務署１階会議室
（中之条町大字伊勢町1022番地の１） 20名 中之条税務署

☎︎0279−75−3355（代表）
令和５年６月 ７日（水）
10時00分～11時30分

中之条税務署１階会議室
（中之条町大字伊勢町1022番地の１） 20名 中之条税務署

☎︎0279−75−3355（代表）
令和５年６月 ７日（水）
14時00分～15時30分

中之条税務署１階会議室
（中之条町大字伊勢町1022番地の１） 20名 中之条税務署

☎︎0279−75−3355（代表）

参加無料
事前登録制 / 先着順

インボイス制度に関する一般的なご相談は、イン
ボイスコールセンターで受け付けております。

【専用ダイヤル】0120－205－553（無料）
【受付時間】９：00～17：00（土日祝除く）

インボイス制度に関する情報は、国
税庁ホームページの「インボイス制
度特設サイト」をご覧ください。

（令和５年４月）中之条税務署

【特設サイトへ】


